
  八潮市では、まちの景観と空家等対策において、以下の建築・不動産・法務等の関係７団  

 体と「まちの景観と空家等の対策に関する協定」を締結し、専門家等に相談できる体制を整

えています。 

お住まいのことなどで、お困りのことがありましたら相談窓口をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

空き家をお持ちの方 
【八潮市役所 都市計画課 景観デザイン係】 

にご相談ください。 

048-996-2111(代表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

協定締結団体 内容 相談日時 お問合せ先 

埼玉司法書士会 

＜法務関係＞ 

・空き家の権利及び相続人調査 

・登記手続 

・成年後見人制度等について 

月～金(休：土日祝) 
10：00～16：00 
※事前予約制 
相談センター 

048(838)7472 

048(863)7861 

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会 

埼玉東支部 
＜不動産関係＞ 

・空き家の利活用・売却・その

他不動産取引全般について

の相談など 

月～金(休：土日祝) 

9：00～17：00 
048(932)6767 

(公社)全日本不動産協会 

埼玉県本部 県東支部 

月～金(休：土日祝) 

9：00～17：00 
048(949)6881 

(一社)埼玉建築士会 

＜建築関係＞ 

・建築物等の管理等に関する相

談や助言など 

月～金(休：土日祝) 

9：00～17：00 
048(861)8221 

(社福)八潮市社会福祉協議会 

＜福祉関係＞ 

・民生委員による、日常の見守

りを希望する６５歳以上のひ

とり暮らし高齢者の見守り活

動への登録など 

月～金(休：土日祝) 

8：30～17：15 
048(995)3636 

八潮市商工会 

＜建設工事関係＞ 

・建築物等の修繕やリフォーム

解体等に関する相談や市内業

者の紹介など 

月～金(休：土日祝) 

8：30～17：15 
048(996)1926 

(公社)八潮市 シルバー人材センター 

＜技術サービス＞ 

・空き家の⾒回り 

・敷地内の除草 

・清掃、樹⽊の伐採や剪定など 

月～金(休：土日祝) 

8：30～17：15 
048(995)5817 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お住まいのことなどで、 
お困りの際は相談窓口をご利用ください。 

                   

空き家が 

古くなってきた

し、今後の活用を

どうしよう… 

 

◎抱えている問題を専門家等に 

まずは電話にてご相談ください。 

 

 

 

どこに相談したらよいか、 
わからない場合 

＜point＞ 
・個別に契約を結ぶ必要が
ある場合がございます。 

※詳細については、各団体
にご確認ください。 

各種無料相談については、裏面をご覧ください。 

【相談窓口を利用する場合】 

専門家等に 
電話相談 
できます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談名 内容 相談日時 場所 お問合せ先 

司法書士相談 

★ 

土地・建物の所有権移転登記、相続、

空き家、成年後見人制度などについ

ての相談 
(司法書士が対応) 
※相談日の 2 週間前の木曜日(祝日の場

合は翌日)、9:00 から電話予約 

第 3 木曜日 

13:00～16:00 

※祝日の場合は休み 

◎事前予約制 

(定員 6 名) 市民相談室 

(市役所 3 階) 

048(996)2111(代表) 

秘書広報課 

不動産相談 

★ 

空き家、マンションおよび不動産取

引全般についての相談 
(宅地建物取引士が対応) 

第 2 月曜日 

13:00～16:00 

第４月曜日 

9:00～12:00 

※祝日の場合は休み 

心配ごと相談 

★ 

日常生活における心配ごとや悩み

ごとについての相談 
(心配ごと相談員が対応) 

第 1･3 水曜日 

13:00～16:00 

※祝日の場合は翌週

の水曜日 

身体障害者福祉 

センターやすらぎ 
(八潮市鶴ヶ曽 

414 番地 1) 

(社福)八潮市社会福祉協議会 

048(995)3636 

【心配ごと相談日専用電話】 

048(998)7616 

※相談日のみ電話相談可 

法律相談 

法律上の諸問題についての相談 

(弁護士が対応) 

※相談日の 2 日前の水曜日(祝日の場合

は翌日)、9:00 から電話予約 

毎週金曜日 

13:20～16:00 

※祝日の場合は休み 

◎事前予約制 

  (定員８名) 

市民相談室 

(市役所 3 階) 

048(996)2111(代表) 

秘書広報課 
行政書士相談 

相続、遺言および官公庁へ提出する

書類や申請書の作成などについて

の相談 
(行政書士が対応) 

第 3 月曜日 

13:00～16:00 

※祝日の場合は休み 

税理士相談 

相続税など税金全般についての相談 
(税理士が対応) 
※相談日の 2 週間前の月曜日（祝日の場

合は翌日）、9:00 から電話受付 

第 1 月曜日 

13:00～16:00 

※祝日の場合は休み 

◎事前予約制 

(定員 6 名) 

◎各種無料相談の開催日等を確認し、
当日会場へお越しください。 

※心配ごと相談のみ電話相談が可能です。 

※司法書士相談、法律相談、税理士相談は

事前予約が必要です。 
専門家等に 
直接相談できます！ 

八潮市では、各種無料相談を実施しておりますので、ご活用ください。 

※相談日時・場所等が変更になる場合や事前予約が必要なものがありますので、【八潮市ホームページ】

もしくは、【秘書広報課】048-996-2111(代表)にてご確認ください。 

※★のものは、八潮市と協定を締結した団体の相談事業となります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 各種無料相談 実施中！― 

相続について話を 

聞いてもらいたいなあ 

【各種無料相談を利用する場合】 

令和６年１月発行 

〒３４０-８５８８ 埼玉県八潮市中央一丁目２番地１ 

八潮市役所 都市計画課 景観デザイン係 TEL０４８-９９６-２１１１(代表) 


